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－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－ 
 電子添文改訂のお知らせ  

 
 処方箋医薬品注） 

注）注意－医師等の処方箋により使用すること 
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骨粗鬆症治療剤 
  

 

 

 

 
 

 

この度、弊社製品「フォルテオ®皮下注キット 600μg（テリパラチド（遺伝子組換え）注射剤）」（以下、本剤）の

電子添文を改訂しましたのでお知らせ致します。今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいます

ようお願い申し上げます。 

 

 

◆主な改訂内容（自主改訂） 
項目 内容 

7.用法及び用量に関連す

る注意 
[追記] 

アバロパラチド製剤の承認に伴い、アバロパラチド製剤から本剤への切り

替えにかかわる注意喚起を追加しました。 

 

 

 

 

 
PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」 (https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html)に 新の電子化された

添付文書、並びに 医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。   

 
 

フォルテオに関する情報は、以下の GS1 バーコードを用いて、専用アプリ 「添文ナビ®」 よりご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

Forteo® Subcutaneous injection kits 

テリパラチド（遺伝子組換え）注射剤 



 

- 2 - 
 

◆電子添文改訂の解説 

1. 「7. 用法及び用量に関連する注意」の項への追記 

 

＜改訂理由＞ 

アバロパラチド製剤の承認に伴い、アバロパラチド製剤から本剤への切り替えにかかわる注意喚起を追加しま

した。その他のテリパラチド製剤においても、同等の注意喚起が実施されます。 

 

 

[      ：追記箇所] 

改訂後 改訂前 

7. 用法及び用量に関連する注意 

 

（略） 

 

7.4 アバロパラチド製剤から本剤に切り替えた臨床試験

は実施しておらず、その安全性は確立していない。 

7. 用法及び用量に関連する注意 

 

（略） 
 

7.4 （新設） 

 

 

 

 

 

本内容は、弊社医薬情報ホームページからもご覧いただけます。 
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